
区 分

予 算 18 件
条 例 案 20 件 議案53件
その他議案 15 件
認 定 - 件
報 告 7 件
提 出 - 件

計 60 件

◎予算
（１８件） 【１】 平成25年度三重県一般会計補正予算（第５号）

 総務部 （史跡斎宮跡東部整備事業に係る債務負担行為の変更及び繰越明許費に伴う
補正予算）

【２】 平成25年度三重県一般会計補正予算（第６号）
（補正額 約 １２０億９千万円）

【３】 平成25年度三重県県債管理特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約▲１２億５千万円）

【４】 平成25年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計補正予算
 （第１号）
（補正額 約▲１千万円）

【５】 平成25年度三重県母子及び寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約 ３千万円）

【６】 平成25年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲４百万円）

【７】 平成25年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約 ３千万円）

【８】 平成25年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約▲４百万円）

【９】 平成25年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約 ３千万円）

【１０】 平成25年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約 ４千万円）

【１１】 平成25年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約▲５億８千万円）

【１２】 平成25年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）
（補正額 約 ３百万円）

【１３】 平成25年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲１４億１千万円）

平成２５年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その１４）

件 名 概 要
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区 分 件 名 概 要

予算 【１４】 平成25年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正予算（第１号）
つづき （補正額 約 ３千万円）

【１５】 平成25年度三重県水道事業会計補正予算（第２号）
（補正額 約 １億円）

【１６】 平成25年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲５千万円）

【１７】 平成25年度三重県電気事業会計補正予算（第２号）
（補正額 約▲１億円）

【１８】 平成25年度三重県病院事業会計補正予算（第３号）
（補正額 約▲６千万円）

◎条例案
（２０件） 【１９】

総務部

(公布の日から施行)
(主な制定内容）

三重県地域経済活性化・
雇用創出臨時基金条例案

   国から交付される地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇
用創出臨時交付金）により、地域経済の活性化及び雇用の創出を
図るため、三重県地域経済活性化・雇用創出臨時基金を設置する
ものである。

（１）基金の設置、積立て、管理、運用益金の処理、処分、繰替運用等につい
   て規定する。
（２）平成２７年３月３１日までを実施期間とする事業の事業費の精算が完了した

 日限り、その効力を失う。
（３）基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算

 に計上して、国庫に納付するものとする。
（４）交付金を国庫に返納する事由が生じた場合は、処分の規定にかかわら

 ず、予算の定めるところにより処分することができる。

〇地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要
平成２５年１月１１日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」において、「本対策において追

加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配
慮し本対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、今回限りの特別の措置として、補正予算債による対応に加え、
各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて配分し、地域経済の活性化と雇用の創出を図る「地域の
元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）」（仮称）を交付する。」とされたことを踏まえ、創設さ
れたものである。

なお、平成２６年度の地方単独事業（建設地方債の発行対象経費に該当する事業に限る。）の財源に充てるた
め、交付限度額のうち事業予算の計上を行った残額の範囲内で基金に積立てを行うことができる。

＜参考＞ 
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区 分 件 名 概 要

【２０】
環境生活部

（平成２６年４月１日から施行）
（主な制定内容）

【２１】
健康福祉部

【２２】
地域連携部

三重県地球温暖化対策推
進条例案

   地球温暖化対策が喫緊の課題であることに鑑み、三重県環境基
本条例第３条に定める基本理念にのっとり、県、事業者及び県民の
責務を明らかにするとともに、地球温暖化対策の推進に関する事項
を定めることにより、事業者及び県民の自主的かつ積極的な地球
温暖化対策の推進を図るものである。

（１）総則

目的、県の責務、事業者の責務、県民の責務等について規定する。

（２）地球温暖化対策に関する事項

地球温暖化対策に関する事項について規定する。

    ① 事業活動における地球温暖化対策

    事業者の地球温暖化対策に関する指針の策定及び目標の設定並びに
地球温暖化対策計画書の作成及び実施状況の報告

    ② 建築物における地球温暖化対策

    建築物における地球温暖化対策指針の策定

    ③ 資源の有効利用等

    廃棄物等の発生抑制等による温室効果ガスの排出の抑制及び再生可
能エネルギー源の利用

    ④ 森林の整備及び保全

    森林所有者と連携した森林の整備及び保全

    ⑤ 地球温暖化による影響への適応

    地球温暖化による影響への適応を図るための取組に関する情報提供

    ⑥ 地球温暖化対策に関する理解の促進等

    地球温暖化対策に関する教育、学習の振興、普及啓発及び催しにおけ
る地球温暖化対策

（３）その他

指導及び助言、報告等の要求、勧告並びに公表について規定する。

三重県災害救助基金管理
条例案

   災害救助法の一部改正に鑑み、三重県災害救助基金管理条例
の全部を改正するものである。

（公布の日から施行）

○災害救助基金の概要
災害救助法第２１条第１項に規定する費用の支弁の財源に充てるため設置されている。

三重県議会議員及び三重
県知事の選挙における選
挙運動用自動車の使用等
の公営に関する条例の一
部を改正する条例案

   公職選挙法の一部改正に伴い、三重県議会議員及び三重県知
事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規
定を整理するものである。

  （公布の日から施行）

＜参考＞ 
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区 分 件 名 概 要

【２３】
健康福祉部

【２４】
総務部

（平成２６年１月１日から施行）
（主な改正内容）

【２５】

（平成２６年１月１日から施行）
（主な改正内容）

三重県の事務処理の特例
に関する条例の一部を改
正する条例案

   地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、知事の権
限に属する事務の一部を市町が処理することについて改正を行うも
のである。

（平成２６年４月１日から施行）
（主な改正内容）

（１）墓地、埋葬等に関する法律及び同法の施行のための規則に基づく墓地、
 納骨堂及び火葬場の経営許可等に係る事務を処理することとする市町に、

   大台町を追加する。
（２）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴い、四日市

 市へ権限移譲されている同法に基づく精神障害者等の指定医師の診察及
   び保護の申請書の受理等に係る事務の規定を整理する。

○地方自治法
（条例による事務処理の特例）

第２５２条の１７の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、
市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務

  は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
２～４ （略）

職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例案

   人事委員会の議会及び知事に対する平成２５年１０月１０日付け
の給与改定に関する報告等に鑑み、勤務一時間当たりの給与額を
改正するものである。

時間外勤務手当等の算定で用いる勤務一時間当たりの給与額の算定基礎
として、初任給調整手当、特殊勤務手当（月額）、特地勤務手当（準ずる手当
を含む。）及び農林漁業普及指導手当を加える。

三重県職員退職手当支給
条例の一部を改正する条
例案

   国家公務員退職手当法等の一部改正に鑑み、定年前早期退職
者募集制度の創設等に関し、規定を整備するものである。

（１）定年前早期退職に係る募集、応募、応募の取下げ、認定等に関する規定
 を新設する。

（２）定年前早期退職者に係る退職手当基本額の割増に関する規定を整備す
 る。

（３）その他規定を整備する。

 ＜参考＞ 

 

考＞ 参 ＞ 考＞ 参 ＞ 考  参 ＞ 考＞ 参 ＞ 
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区 分 件 名 概 要

【２６】
健康福祉部

【２７】

【２８】
雇用経済部

（公布の日から施行）

三重県社会福祉施設等耐
震化等臨時特例基金条例
の一部を改正する条例案

   事業を実施するため国から交付される交付金に地域の元気臨時
交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）を追加するため、
規定を整備するものである。

（公布の日から施行）

○三重県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の概要
   地震又は火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設等の安心及び安全を確保す
るため、社会福祉施設等の耐震化整備及びスプリンクラー整備を行うことを目的に、国から交付された社会福祉
施設等耐震化等臨時特例交付金を財源として、平成21年度から基金を造成している。

〇地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要
   平成２５年１月１１日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」において、「本対策において追
加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配
慮し本対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、今回限りの特別の措置として、補正予算債による対応に加え、
各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて配分し、地域経済の活性化と雇用の創出を図る「地域の
元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）」（仮称）を交付する。」とされたことを踏まえ、創設さ
れたものである。
   なお、平成２６年度の地方単独事業（建設地方債の発行対象経費に該当する事業に限る。）の財源に充てるた
め、交付限度額のうち事業予算の計上を行った残額の範囲内で基金に積立てを行うことができる。

三重県医療施設耐震化臨
時特例基金条例の一部を
改正する条例案

   事業を実施するため国から交付される交付金に地域の元気臨時
交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）を追加するため、
規定を整備するものである。

（公布の日から施行）

○三重県医療施設耐震化臨時特例基金の概要
   大規模地震等の災害時に重要な役割を果たす災害拠点病院等の医療施設について、耐震化整備事業を実
施し、地震発生時において適切な医療提供体制の確保を図ることを目的として、国から交付された医療施設耐震
化臨時特例交付金を財源として、平成21年度から基金を造成している。

○地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要
   平成２５年１月１１日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」において、「本対策において追
加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配
慮し本対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、今回限りの特別の措置として、補正予算債による対応に加え、
各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて配分し、地域経済の活性化と雇用の創出を図る「地域の
元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）」（仮称）を交付する。」とされたことを踏まえ、創設さ
れたものである。
   なお、平成２６年度の地方単独事業（建設地方債の発行対象経費に該当する事業に限る。）の財源に充てるた
め、交付限度額のうち事業予算の計上を行った残額の範囲内で基金に積立てを行うことができる。

三重県中小企業振興基金
条例の一部を改正する条
例案

   中小企業の振興を図るための事業資金として受納した寄附金の
額に相当する金額を基金に積み立てることができるよう規定を整備
するものである。

＜参考＞ 

＜参考＞ 
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区 分 件 名 概 要

【２９】
農林水産部

【３０】
 総務部

（主な改正内容）

【３１】
環境生活部

（旅券法の一部を改正する法律の施行の日から施行）
（主な改正内容）

（１）一般旅券の記載事項の訂正手数料を廃止する。

三重県森林整備加速化・
林業再生基金条例の一部
を改正する条例案

   事業を実施するための財源に地域の元気臨時交付金（地域経済
活性化・雇用創出臨時交付金）を追加するとともに、国庫に返納す
る事由が生じた場合に基金を処分することができるよう規定を整備
するものである。

（公布の日から施行）

○三重県森林整備加速化・林業再生基金の概要
   間伐及び路網整備、伐採から搬出及び利用までの一貫した取組による間伐材の有効活用並びに地域木材等
の利用を地域で一体的に進めることを目的に、国から交付された森林整備加速化・林業再生事業費補助金を財
源として、平成２１年度から基金を造成している。

○地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）の概要
   平成２５年１月１１日に閣議決定された「日本経済再生に向けた緊急経済対策」において、「本対策において追
加される公共投資の地方負担が大規模であり、予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方の資金調達に配
慮し本対策の迅速かつ円滑な実施ができるよう、今回限りの特別の措置として、補正予算債による対応に加え、
各地方公共団体の追加公共投資の負担額等に応じて配分し、地域経済の活性化と雇用の創出を図る「地域の
元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金）」（仮称）を交付する。」とされたことを踏まえ、創設さ
れたものである。
   なお、平成２６年度の地方単独事業（建設地方債の発行対象経費に該当する事業に限る。）の財源に充てるた
め、交付限度額のうち事業予算の計上を行った残額の範囲内で基金に積立てを行うことができる。

三重県税外収入通則条例
の一部を改正する条例案

  地方税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に
鑑み、延滞金についての規定を整備するものである。

（平成２６年１月１日から施行）

地方税法の一部改正に鑑み、当分の間の措置として、次の延滞金の区分に
応じて、それぞれで定める割合に引き下げる。

（１）年１４．５％の割合の延滞金
     特例基準割合に年７．２５％を加算した割合
（２）年７．２５％の割合の延滞金（督促状を発する前の期間又は督促状を

 発した日から起算して１０日を経過した日以前の期間）
     特例基準割合に年１％を加算した割合

（注）特例基準割合は、国内銀行の貸出約定平均金利の前々年１０月から
 前年９月までにおける平均に、年１％を加算した割合。

三重県手数料条例の一部
を改正する条例案

   旅券法の一部改正に伴い、手数料についての規定を整備するも
のである。

（２）その他規定を整理する。

○旅券法の一部を改正する法律
・ 平成２５年６月２８日公布。公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。
・ 旅券に記載された名義人の氏名等に変更が生じた場合に、当該旅券の記載事項を訂正する制度を廃止し、
 当該一般旅券の名義人の申請に基づき、有効期間を当該申請の時に返納された一般旅券の残存期間と同一
 とする一般旅券（記載事項変更旅券）を発行する制度を導入。

＜参考＞ 

＜参考＞ 
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区 分 件 名 概 要

【３２】
環境生活部
つづき

（公布の日から施行）
（主な改正内容）

（４）市町、県民等との協働についての規定を整備する。

（５）その他規定を整備する。

【３３】
県土整備部

【３４】
   教育委員会

（主な改正内容）

【３５】

（主な改正内容）

（１）目的及び基本理念について、自然と人との共生に関する規定を整備
する。

（３）環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに自発的な活動について
の規定を整備する。

三重県環境基本条例の一
部を改正する条例案

   循環型社会づくり、低炭素社会づくり及び自然共生社会づくりを
総合的かつ計画的に進め、持続的発展が可能な社会を構築し、将
来にわたって自然と人との共生を確保するため、規定を整備するも
のである。

（平成２６年１月１日から施行）

（１）定年前早期退職に係る募集、応募、応募の取下げ、認定等に関する規定
   を新設する。

○三重県環境基本条例の概要
 環境の保全について、基本理念を定め、県、事業者及び県民の責務並びに県と市町との協働を明らかにし、

環境の保全に関する施策の基本的な事項を定めることにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将
来の県民の健康で文化的な生活の確保への寄与と県民の福祉に貢献することを目的として、平成７年３月に制
定された。

消費税法等の一部改正に伴い、入港料及び港湾施設使用料の
額の改正を行うものである。

（平成２６年４月１日から施行）

○港湾法
   （港湾管理者の料金）
第４４条   港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金（次条第１項の入港料を除く。）を徴収

する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも３０日前に、これを公表しなければならない。
これを変更しようとするときも同様である。
２～６ （略）

公立学校職員の給与に関
する条例の一部を改正す
る条例案

   人事委員会の議会及び知事に対する平成２５年１０月１０日付け
の給与改定に関する報告等に鑑み、勤務一時間当たりの給与額を
改正するものである。

（平成２６年１月１日から施行）

三重県港湾施設管理条例
の一部を改正する条例案

（２）定年前早期退職者に係る退職手当基本額の割増に関する規定を整備す
   る。

（３）その他規定を整備する。

（２）循環型社会づくり、低炭素社会づくり及び自然共生社会づくりの推進
についての規定を追加する。

時間外勤務手当等の算定で用いる勤務一時間当たりの給与額の算定基礎
として、へき地手当（準ずる手当を含む。）を加える。

公立学校職員の退職手当
に関する条例の一部を改
正する条例案

   国家公務員退職手当法等の一部改正に鑑み、定年前早期退職
者募集制度の創設等に関し、規定を整備するものである。

＜参考＞ 

＜参考＞ 

7



区 分 件 名 概 要

【３６】
教育委員会
つづき

（平成２６年４月１日から施行）
（主な改正内容）

常設展の観覧料について、高校生を無料とする。

【３７】
 警察本部

（主な改正内容）

（２）その他規定を整理する。

【３８】
防災対策部

（公布の日から施行）

○大規模災害からの復興に関する法律
（派遣職員の身分取扱い）

第５６条  都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に
対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

○大規模災害からの復興に関する法律施行令
（災害派遣手当）

第４３条  法第５６条第１項の災害派遣手当は、復興計画の作成等のため派遣された職員が住所又は居所を
離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、内閣総理大臣が定め
る基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。

三重県立美術館条例及び
斎宮歴史博物館条例の一
部を改正する条例案

   三重県立美術館及び斎宮歴史博物館の高校生による利用を促
進するため、観覧料の区分の規定を整備するものである。

三重県留置施設視察委員
会条例の一部を改正する
条例案

   地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るため
の関係法律の整備に関する法律による刑事収容施設及び被収容
者等の処遇に関する法律の一部改正に鑑み、三重県留置施設視
察委員会の委員の任期等に関し規定を整備するものである。

（平成２６年４月１日から施行）

（１）三重県留置施設視察委員会の委員の任期を規定する。

○ 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
（留置施設視察委員会）

第２０条 警察本部に、留置施設視察委員会（以下この章において「委員会」という。）を置く。
２ 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設（道警察本部にあっ

てはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある
留置施設）を視察し、その運営に関し、留置業務管理者に対して意見を述べるものとする。

（組織等）
第２１条 （略）
２・３ （略）
４ 前３項に定めるもののほか、委員の定数及び任期その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例

で定める。この場合において、委員の定数及び任期については、国家公安委員会の定める基準を参酌するも
のとする。

○ 留置施設視察委員会の委員の定数及び任期についての基準を定める規則
（委員の任期の基準）

第２条 委員の任期についての法第２１条第４項の国家公安委員会の定める基準は、１年とし、再任を妨げない
こととする。

災害派遣手当の支給に関
する条例の一部を改正す
る条例案

   大規模災害からの復興に関する法律等の施行に鑑み、復興計
画の作成等のため派遣された職員に対し支給される災害派遣手当
に関し、規定を整備するものである。

＜参考＞ 

＜参考＞ 
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区 分 件 名 概 要

◎その他議案
（１５件） 【３９】

総務部

○発売総額 平成２６年度    １６０億円以内

【４０】
環境生活部 工事請負契約について    桑名市五反田事案恒久対策（分－３）工事

○場所 桑名市五反田地内
○契約金額 3,075,300,000円
○契約方法 一般競争入札
○請負者住所氏名 津市丸之内２４番１６号

大成・中村・河建特定建設工事共同
企業体
代表者 大成建設株式会社三重営業所
所長 中嶋 俊嗣

○工事の概要 廃棄物等掘削撤去工
掘削工 Ｖ＝３２，１００㎥
土留鋼管矢板打込 Ｎ＝２５３本
選別工 Ｖ＝１６，３６６㎥

遮水壁補強工
オールケーシング Ｎ＝１３９本
鋼矢板打込 Ｎ＝２７７枚

周辺環境・作業環境対策工 １式
復旧工 １式

当せん金付証票の発売に
ついて

   公共事業等に要する経費に充てるための宝くじを発売することに
ついて、発売総額及び発売時期を定める。
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区 分 件 名 概 要

【４１】
県土整備部

○ 場所 度会郡南伊勢町贄浦地内
○ 契約金額 727,920,000円
○ 契約方法 一般競争入札
○ 請負者住所氏名 度会郡南伊勢町村山１１１１番地１

稲葉・南建特定建設工事共同企業体
代表者 稲葉建設株式会社
代表取締役 松岡 久雄

○ 工事の概要 トンネル工 Ｌ＝１０４．０ｍ
道路工 Ｌ＝ ６６．０ｍ

【４２】

○ 場所
○ 契約金額 変更前 1,364,685,000円

変更後 1,293,087,600円
○ 契約方法 随意契約
○ 請負者住所氏名 津市西丸之内２１番１９号

代表者 株式会社熊谷組三重営業所
所長 北村 良保

○ 工事の概要 掘削土工     Ｖ＝３０，０００㎥
躯体工（コンクリート工） 

Ｖ＝１０，７０９㎥
鉄筋工  Ｎ＝１，２５１ｔ
杭基礎工（φ８００㎜） Ｌ＝２５～３２ｍ

Ｎ＝２８４本

伊勢市大湊町地内

工事請負契約の変更につ
いて

  宮川流域下水道（宮川処理区）宮川浄化センター１系５・６池水
処理施設（土木）建設工事

   一般国道２６０号（南島バイパス）道路改良（２号トンネル（仮称））
工事（分－１）

熊谷・西邦・下特定建設工事共同企業体

工事請負契約について
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区 分 件 名 概 要

【４３】
地域連携部

○ 金額 293,115,900円

【４４】
総務部 財産の処分について    旧上野商業高等学校敷地等の処分（売払い）

○ 所在地 伊賀市緑ケ丘東町９２０番 他４筆
○ 種目および数量 土地 ４６，６０１．３６㎡

建物 １４，１４５．１８㎡
工作物 一式

○ 金額 402,849,736円
○ 相手方住所氏名 伊賀市上野丸之内１１６番地

伊賀市
   市長 岡本 栄

（情報ネットワークシステムの機器を更新するもの）
   三重県情報ネットワークシステム用機器の購入財産の取得について
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区 分 件 名 概 要

【４５】
地域連携部

○ 指定管理者
所在地 鈴鹿市御薗町１６６９番地
名  称 三重県体育協会グループ
代表者 公益財団法人三重県体育協会

会長 岩名 秀樹
○ 指定の期間

平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【４６】

○ 指定管理者
所在地 鈴鹿市御薗町１６６９番地
名  称 公益財団法人三重県体育協会
代表者 会長 岩名 秀樹

○ 指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【４７】

○ 指定管理者
所在地 津市大門１０番１号
名  称 三重県ライフル射撃協会
代表者 会長 河野 肇

○ 指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

三 重 県 営 鈴 鹿 ス ポ ー ツ
ガーデン及び三重県営総
合競技場の指定管理者の
指定について

三重県営松阪野球場の指
定管理者の指定について

   三重県営松阪野球場の一層の効果的かつ効率的な運営を図る
ため、三重県営松阪野球場の管理を行う指定管理者を指定するも
のである。

三重県営ライフル射撃場
の指定管理者の指定につ
いて

   三重県営ライフル射撃場の一層の効果的かつ効率的な運営を
図るため、三重県営ライフル射撃場の管理を行う指定管理者を指
定するものである。

   三重県営鈴鹿スポーツガーデン及び三重県営総合競技場の一
層の効果的かつ効率的な運営を図るため、三重県営鈴鹿スポーツ
ガーデン及び三重県営総合競技場の管理を行う指定管理者を指
定するものである。
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区 分 件 名 概 要

【４８】
農林水産部

○指定管理者
所在地 松阪市小津町８００番地
名  称    みえ中央市場マネジメント株式会社
代表者 代表取締役 山下 純一郎

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【４９】
県土整備部

○指定管理者
所在地 松阪市高須町３９２２番地
名  称    公益財団法人三重県下水道公社
代表者 理事長 北川 貴志

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【５０】

○指定管理者
所在地 鈴鹿市寺家町１２４９番地の１
名  称 鈴鹿亀山不動産事業協同組合
代表者 代表理事 鈴木 基幸

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

  三重県営住宅（北勢ブロック）の一層の効果的かつ効率的な運
営を図るため、三重県営住宅（北勢ブロック）の管理を行う指定管理
者を指定するものである。

三重県地方卸売市場の指
定管理者の指定について

三重県営住宅（北勢ブロッ
ク）の指定管理者の指定
について

三重県流域下水道施設の
指定管理者の指定につい
て

  三重県流域下水道施設の一層の効果的かつ効率的な運営を図
るため、三重県流域下水道施設の管理を行う指定管理者を指定す
るものである。

   三重県地方卸売市場の一層の効果的かつ効率的な運営を図る
ため、三重県地方卸売市場の管理を行う指定管理者を指定するも
のである。
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区 分 件 名 概 要

【５１】
県土整備部
つづき

○指定管理者
所在地 名張市鴻之台２番町１９番地
名  称 伊賀南部不動産事業協同組合
代表者 代表理事 富永 巖

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【５２】

○指定管理者
所在地 名張市鴻之台２番町１９番地
名  称 三重県南勢地区管理事業共同体
代表者 代表 富永 巖

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

【５３】

○指定管理者
所在地 名張市鴻之台２番町１９番地
名  称 三重県南勢地区管理事業共同体
代表者 代表 富永 巖

○指定の期間
平成26年4月1日から平成31年3月31日まで

  三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅（中勢伊賀ブロッ
ク）の一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、三重県営住宅
及び三重県特定公共賃貸住宅（中勢伊賀ブロック）の管理を行う指
定管理者を指定するものである。

三重県営住宅及び三重県
特定公共賃貸住宅（南勢
ブロック）の指定管理者の
指定について

  三重県営住宅（東紀州ブロック）の一層の効果的かつ効率的な
運営を図るため、三重県営住宅（東紀州ブロック）の管理を行う指定
管理者を指定するものである。

三重県営住宅及び三重県
特定公共賃貸住宅（中勢
伊賀ブロック）の指定管理
者の指定について

三重県営住宅（東紀州ブ
ロック）の指定管理者の指
定について

  三重県営住宅及び三重県特定公共賃貸住宅（南勢ブロック）の
一層の効果的かつ効率的な運営を図るため、三重県営住宅及び
三重県特定公共賃貸住宅（南勢ブロック）の管理を行う指定管理者
を指定するものである。
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区 分 件 名 概 要

◎報告
（７件） 【５４】

警察本部

損害賠償額 165,302円

【５５】
県土整備部

損害賠償額 27,703円

【５６】

損害賠償額 788,500円

専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定及
び和解について）

  平成２５年６月２９日松阪市田村町地内の国道１６６号において、
道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の額につ
いて和解した。

（損害賠償の額の決定及
び和解について）

   平成２５年８月１４日津市久居射場町地内の駐車場において発生
した津南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠
償の額について和解した。

専決処分の報告について

専決処分の報告について
（損害賠償の額の決定及
び和解について）

  平成２５年７月１０日伊勢市宇治館町地内の県道伊勢磯部線に
おいて、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の
額について和解した。
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区 分 件 名 概 要

【５７】
県土整備部
つづき

損害賠償額 27,090円

【５８】

損害賠償額 29,571円

【５９】

損害賠償額 9,450円

  平成２５年８月１１日津市芸濃町河内地内の県道津芸濃大山田
線において、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠
償の額について和解した。

専決処分の報告について   平成２５年９月３０日伊賀市玉瀧地内の県道伊賀信楽線におい
て、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の額に
ついて和解した。

（損害賠償の額の決定及
び和解について）

専決処分の報告について   平成２５年８月５日多気郡大台町神滝地内の国道４２２号におい
て、道路管理瑕疵に起因して発生した事故に係る損害賠償の額に
ついて和解した。

（損害賠償の額の決定及
び和解について）

（損害賠償の額の決定及
び和解について）

専決処分の報告について
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区 分 件 名 概 要

【６０】
企業庁

【契約名称】沢地浄水場耐震補強工事
【履行場所】桑名市多度町力尾地内
【契約金額】1,615,928,400円
【契約方法】一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

津市栄町１丁目８６４番
前田・水谷・霞特定建設工事共同企業体
代表者
前田建設工業株式会社 三重営業所
所長 恒松 尚

【契約締結の年月日】平成25年10月23日
【契約期間】平成25年10月23日から

 平成28年3月25日まで

【契約名称】野代導水ポンプ所耐震補強工事
【履行場所】桑名市多度町下野代地内
【契約金額】966,632,400円
【契約方法】一般競争入札
【契約の相手方の住所及び氏名】

津市栄町１丁目８６４番
前田・水谷特定建設工事共同企業体
代表者
前田建設工業株式会社 三重営業所
所長 恒松 尚

【契約締結の年月日】平成25年10月23日
【契約期間】平成25年10月23日から

 平成28年3月25日まで

   地方公営企業の業務に関する予定価格５億円以上の工事又は製
造の請負の契約

議会の議決すべき事件以
外の契約等について
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